
（別記様式第 15号） 
 

平成 30年度 森林づくり推進支援金事業総括書 
 

市町村名 池田町 

 

№ 事 業 項 目 事      業      名 

1 
森林を支える豊かな地

域づくり 
緩衝帯整備事業 

事 業 費     988,200 円 （うち支援金：478,000円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

  

事 業 目 的 

（１）地域の森林・林業の現状と課題 

池田町では、森林に近接する農地で野生鳥獣による農業被害が発生しており、特に鵜山地区

において被害が甚大であることから侵入防止柵の整備にあわせて周辺の森林整備を行い、野生

鳥獣が出没しにくい環境整備を進める必要がある。 

（２）本事業の目的 

森林整備を推進することにより、森林内の環境保全と野生鳥獣の出没しにくい里山整備を進

める。 

 

（別記様式第１号附表の「個別事業実績」から転記） 

（１）実施場所  池田町大字中鵜 字 鵜山 

（２）対象者   該当圃場耕作者および近隣耕作者 

（３）実施方法  森林整備（間伐）にあわせて緩衝帯整備を実施 

（４）事業目標及び当年度事業量 

 ①全体計画（平成 30～34年度） 池田町東山地域における緩衝帯整備の実施 計 7.5㏊ 

 ②平成 30年度実績 鵜山地区 0.42㏊ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 効 果 

事業の検証及び評価 

 

（１）目標に対する成果の状況 

有害鳥獣の住み着きにくい環境を整備することができ、効果は上がったものと考えられる。

また、倒木によるブドウ棚への損害防止にもつながった。 

 

（２）課題 

周囲が手の入っていない山林が多く残されており、有害鳥獣対策として引き続き緩衝帯整備

を実施する必要がある。 

 

（３）今後の取組方向 

  ☑事業を現行どおり継続する  

  農地耕作改善条件により整備された圃場周辺の緩衝帯整備の実施 

 

 

□事業内容を見直して継続する 

（見直しの内容及び今後の事業実施見込について記載） 

 

 

□事業を継続しない 

（継続しない理由を記載） 

 

 

 

 

 

（１）事業実施による効果 

  森林整備・緩衝帯整備を実施することにより、野生鳥獣の侵入防止柵の効果が高まり、深

刻な野生鳥獣被害の防止を図ることができる。 

  また、手入れの遅れている里山整備が進み、森林御多面的機能が発揮される。 

 

（２）継続性 

 野生鳥獣による農業被害を減少させるためには、地域全体の継続的な森林整備と緩衝帯整

備による里山整備が必要であり、地域からの要望も大きい事業である。 

 

（３）普及性 

  野生鳥獣による農業被害の減少により、地域住民への森林整備の必要性を普及することが

できる。 

 



 
 

平成 30年度 森林づくり推進支援金事業総括書 
 

市町村名 池田町 

 

№ 事 業 項 目 事      業      名 

2 
みんなの暮らしを守る

森林づくり 

松くい虫被害対策事業 

事 業 費     539,191 円 （うち支援金：269,000円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

  

事 業 目 的 

（１）地域の森林・林業の現状と課題 

 池田町では、多くのアカマツ林が被害を受け、一部は激害地化が進んでいる。さらに、森林

だけでなく社寺、墓地、個人の庭木等のアカマツの枯損も確認されており、これらを松くい虫

被害から守り、町の緑を保全することが必要である。 

（２）本事業の目的 

 所有者等が行う社寺等の健全なアカマツへの樹幹注入、薬剤散布への補助を行う。また、激

害地化したアカマツ林において、所有者等が行う伐倒駆除処理への補助を行う。 

 

（１）実施場所 町内全域 

（２）対象者  住民 

（３）実施方法 所有者等が行う予防対策及び伐倒駆除への補助 

（４）事業目標及び当年度事業量 

 ①全体計画（平成 30～34年度） 

  樹幹注入 50件 地上散布 125件 

伐倒駆除 50件 を補助 

 ②平成 30年度計画 

被害防除の継続実施（22件） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 効 果 

事業の検証及び評価 

（１）目標に対する成果の状況 

手を入れてきた庭木への被害防止や、伐木による処理によっての拡大防止を図ることができた。 

 

 

（２）課題 

本当に守りたい庭木や神社、墓地の赤松に対して、引き続き被害防止を図る必要がある。 

 

 

（３）今後の取組方向 

  ☑事業を現行どおり継続する  

  池田町一円における赤松への被害防除の実施 

 

 

□事業内容を見直して継続する 

（見直しの内容及び今後の事業実施見込について記載） 

 

 

□事業を継続しない 

（継続しない理由を記載） 

 

 

 

 

（１）事業実施による効果 

 国庫補助対象とならない森林外のアカマツへの予防対策を進めることにより、町の緑の保全

に寄与する。 

また、枯損木の伐倒駆除処理により、他樹種への樹種転換が促進されるとともに危険木除去

によるライフラインの保全が図られる。 

（２）継続性 

拡大する松くい虫被害の鎮静化と町の緑の保全のために、事業を継続的に実施する必要があ

る 

（３）普及性 

町木であるアカマツを松くい虫被害から守るために、地域住民への補助によって事業を実施

することで、森林保全への気運の醸成が図られる。 

 


